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建設環境委員会会議録 

 

令和４年１２月１３日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時３３分閉議（実時間８２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９０号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第９４号・令和４年度八代市農業集落

排水処理施設事業特別会計補正予算・第１

号 

１．議案第９９号・令和４年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第１０５号・市道路線の認定について 

１．議案第１１４号・八代市農業集落排水処理

施設条例の一部改正について 

１．議案第１１５号・八代市公共浄化槽条例の

一部改正について 

１．議案第１１６号・八代市下水道条例の一部

改正について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （し尿収集運搬手数料並びに浄化槽（清掃）

料金の改定について） 

 （八代市衛生処理センターについて） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 

  市民環境部次長   嶋 田 和 博 君 

  循環社会推進課長  田 中 和 彦 君 

 建設部長       沖 田 良 三 君 

  建設部次長     高 木 剛 生 君 

  理事兼土木課長   竹 原 彰 吾 君 

  下水道総務課長   福 浦 亮 二 君 
 
  下水道総務課長補佐 
            上 村 和 寛 君 
  兼水洗化促進係長 
 

  環境施設課⻑    ⽵ 下 圭⼀郎 君 

                              

○記録担当書記     谷 口 一 輝 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、皆さん、

おはようございます（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）定刻となり、定足数に達しまし

たので、ただいまから建設環境委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関連する予算、事

件、条例案等につきましては特別委員会に付託

となりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第９０号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１０号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 歳出の第４款・衛生費について、市民環境部

より説明願います。 
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○市民環境部長（谷脇信博君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民環境部の谷脇でございます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第９０号中、第４款・衛生費の市民環境

部関係分につきまして、嶋田次長に説明させま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）市民環境部の嶋田でございま

す。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○市民環境部次長（嶋田和博君） それでは、

議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補正

予算・第１０号中、第４款・衛生費の市民環境

部所管分について説明をいたします。 

 議案書と別に配付しております資料、右肩に

議案第９０号、第９９号関係資料と記載されて

いるものを使って説明をさせていただきます。 

 今回の補正予算につきましては、一部を除

き、そのほとんどが人事院勧告に伴う給与改定

分の補正と人事異動等に伴う増減分の補正を行

うものでございます。 

 給与改定につきましては、給料及び期末勤勉

手当ともに３年ぶりの引上げとなります。 

 まず、給料表につきましては、水準を平均

０.２５％引き上げるもので、若年層を対象と

した引上げ改定となっており、この改定による

引上げ対象者は全会計で３６０名程度となって

おります。 

 次に、期末勤勉手当では、年間支給月数を

４.３月から４.４月へと０.１月引き上げるも

のでございます。 

 そのほか、給与改定以外の補正の主な要因と

いたしましては、人事異動等に伴う給料、諸手

当の増減による影響分、共済組合負担金の率改

定による影響分によるものでございます。 

 当初予算にて人件費を計上するときは、当初

予算編成時点の職員を基に積算をしておりま

す。 

 しかし、翌年４月１日の人事異動に伴う職員

配置の変更により、給料の高い職員と低い職員

とが入れ替わるなどございますので、毎年度１

２月に人事異動等に伴う人件費の補正を行って

おります。 

 それでは、予算書の２５ページをお願いしま

す。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目３・斎

場管理費では６９万２０００円を増額し、補正

後の額を６１２０万６０００円としておりま

す。これは、昨今の燃料価格高騰に伴い、市斎

場の電気料不足を補正するものでございます。 

 次に、項２・生活環境費、目１・生活環境総

務費では、職員３１人分の補正として２９５１

万４０００円の増額補正を計上しております。

これは、当初予算編成時から人事異動により３

名増となった影響額が主な理由でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費では、職員８人分の

補正として９４７万２０００円の減額補正を計

上しております。これは、人事異動等により１

名減となった影響額が主な理由でございます。 

 後に、目６・し尿処理費では、職員４人分

の補正として２０４万１０００円、し尿処理施

設管理運営事業として９５万５０００円、合計

２９９万６０００円を増額補正しております。 

 人件費は、職員１名の増員と人事異動等に伴

う影響額が主な理由で、し尿処理施設管理運営

事業につきましては先ほどの市斎場と同様、燃

料価格高騰に伴う衛生処理センターの電気料不

足額を補正するものでございます。 

 以上で、衛生費中、市民環境部関係の補正内

容の説明を終わります。審査のほうよろしくお

願いします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま
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す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 質疑ありませんね。

ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で第

４款・衛生費についてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０７分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第７款・土木費及び第１０款・

災害復旧費について、建設部より説明願いま

す。 

○建設部長（沖田良三君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部長の沖田でございます。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

のうち、議案第９０号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１０号の建設部所管分につき

まして、高木次長より説明いたさせますので、

御審議方よろしくお願いいたします。 

○建設部次長（高木剛生君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）建設部の高木でございます。よろしくお願

いいたします。 

 着座にて御説明させていただいてよろしいで

しょうか。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部次長（高木剛生君） それでは、お手

元の議案第９０号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号をお願いいたします。 

 まず、人件費の補正の概要につきましては、

先ほど衛生費の冒頭で説明がございましたが、

土木費につきましても同様でございますので、

省略をさせていただきます。 

 予算書２８ページをお開きいただき、下の表

を御覧ください。 

 款７・土木費、項１・土木管理費、目１・土

木総務費は、職員５人分の補正として１８１万

４０００円を減額補正し、補正後の額は４５５

０万円としております。 

 減額の理由といたしましては、当初予算編成

時から人事異動による職員配置の変更があり、

その影響が主なものでございます。 

 次に、目２・建築総務費は、職員３５人分の

補正として５８５万２０００円を減額補正し、

３億３５７６万７０００円としております。 

 減額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員数の１名減が主なものでございます。 

 続きまして、２９ページ、上の表を御覧くだ

さい。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目１・道

路橋梁総務費は、職員２３人分の補正として４

３９万９０００円を増額補正し、１億９４５７

万７０００円としております。 

 増額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員数の１名増が主なものでございます。 

 次に、目３・道路新設改良費は、職員２７人

分の補正として１２１２万円を減額補正し、８

億９４２３万９０００円としております。 

 減額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員数の２名減が主なものでございます。 

 続きまして、下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項３・河川費、目１・河川費

は、補正額９００万円を増額補正し、１億７６

０万３０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、県支出金

が９００万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１８・負担金補助及び交

付金を９００万円増額するものでございます。 
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 内容は、表の右、説明欄に記載しております

土砂災害危険住宅移転促進事業でございます。 

 別冊の委員会資料、建設部所管分の３ページ

を御覧ください。 

 この事業は、土砂災害特別警戒区域、いわゆ

るレッドゾーン内に居住する方が安全な地域に

移転する際の費用の一部を補助するものでござ

います。 

 補正前の予算において計上しておりました５

件に対して８件の申請が見込まれるということ

になったため、新たに３件分の増額補正をお願

いするものでございます。 

 それでは、予算書に戻っていただき、３０ペ

ージ、上の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項４・港湾費、目２・港湾建

設費は、職員３人分の補正として３５１万３０

００円を減額補正し、３億１８２７万２０００

円としております。 

 減額の理由としましては、人事異動による職

員配置の変更があり、その影響が主なものでご

ざいます。 

 続きまして、下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費は、職員１２人分の補正として７

５８万円を減額補正し、１８億４８７６万円と

しております。 

 減額の理由としましては、人事異動による職

員数の１名減が主なものでございます。 

 次に、目２・街路事業費は、職員５人分の補

正として３７万５０００円を増額補正し、１億

１２８４万３０００円としております。 

 増額の理由といたしましては、給与改定によ

る影響が主なものでございます。 

 次に、目３・都市下水路費は、補正額６３万

２０００円を増額補正し、７５１１万６０００

円としております。 

 その内訳は、表の右、説明欄に記載しており

ます職員１人分の補正として、給与、手当等の

変更による人件費の影響で５０００円の減額。

また、雨水ポンプ場の電気料高騰に伴う６３万

７０００円の増額でございます。 

 次に、目４・公園費は、職員５人分の補正と

して３４３万６０００円を増額補正し、２億１

２１５万６０００円としております。 

 増額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員配置の変更があり、その影響が主なもの

でございます。 

 次に、３１ページ、上の表を御覧ください。 

 目５・区画整理費は、職員４人分の補正とし

て３７１万８０００円を減額補正し、１億５３

５９万４０００円としております。 

 減額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員配置の変更があり、その影響が主なもの

でございます。 

 続きまして、中段の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項６・住宅費、目１・住宅管

理費は、職員６人分の補正として９０００円を

減額補正し、１億７５３１万２０００円として

おります。 

 減額の理由といたしましては、人事異動によ

る職員配置の変更があり、その影響が主なもの

でございます。 

 続きまして、３６ページをお開きいただき、

上の表を御覧ください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費は、

補正額１４７０万円を増額補正し、１２億８７

０万円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が９８０万４０００円、地方債が４８０万

円、一般財源が９万６０００円でございます。 

 補正額の内訳は、節１４・工事請負費を１４

７０万円増額するものでございます。 

 別冊の委員会資料、建設部所管分の４ページ

を御覧ください。 

 今回の災害復旧工事の位置図、写真等を添付
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しております。 

 これは、平成３０年及び令和元年に被災した

市道腰越～平線におきまして、資料右下の横断

図に示しております県施工の治山工事が完了す

ることから、市道に堆積した土砂撤去工事に要

する費用を増額補正するものでございます。 

 それでは、予算書に戻っていただき３６ペー

ジ、上の表の２段目を御覧ください。 

 目２・河川施設災害復旧費は、補正額２１１

７万６０００円を増額補正し、１億４３７万６

０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が１４１２万４０００円、地方債が７００万

円、一般財源が５万２０００円でございます。 

 補正額の内訳は、節１４・工事請負費を２１

０１万円、節２１・補償・補塡及び賠償金を１

６万６０００円増額するものでございます。 

 内容は、今年の７月７日から２０日にかけて

の大雨により被災しました東陽町２河川の護岸

復旧工事に必要な費用を増額補正したものでご

ざいます。 

 別冊の委員会資料、建設部所管分の５ページ

に野田川の位置図及び被災状況写真を、６ペー

ジに箱石川の位置図及び被災状況写真を添付し

ております。 

 以上、議案第９０号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１０号のうち、本委員会に付

託されました建設部所管分についての説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

説明のあった部分について質疑を行います。質

疑をお願いします。 

○委員（太田広則君） ありがとうございま

す。 

 ２９ページの河川費の土砂災害危険住宅移転

促進事業、これ、議案説明会のときに部長に直

接お伺いして。管内視察したばっかりだったも

のですから、こういう町ではないんでしょうか

っていったら坂本町３件ということで。移転費

ですから移転先が分かれば、現時点で移転先と

か分かりますか。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）土木課の竹原でございます。 

 今、委員から土砂災害の危険住宅移転促進事

業の移転先ということでございます。 

 一応ですね、今回、３件ございまして、移転

先となりますと全部旧八代市内になります。旧

八代市内です。 

○委員（太田広則君） 旧八代市内ね。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） ３件です

ね。はい。で、詳しいのがですね。 

○委員長（上村哲三君） それ以上は、個人情

報にならかい。（｢うん、個人情報」と呼ぶ者

あり）一応、個人情報になるから。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） 一応、個人

情報になりますので、一応そこまでで。 

○委員（太田広則君） 坂本町におられるかど

うかのほうがちょっと注視したかったもんです

から。結局、旧八代市に出てこられるというこ

とですね。結局、ふるさとを離れられるという

ふうに捉えたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９０号・令和４年度八代市一般会計補
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正予算・第１０号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２２分 本会） 

◎議案第９４号・令和４年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９４号・令和４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１

号を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）下水道総務課の福浦でございま

す。 

 着座にて、御説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第９４号・令和４年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計補正予算・第１号につい

て御説明いたします。 

 今回の補正の内容は、電力契約プラン変更及

び値上げに伴う電気料の補正となっておりま

す。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第１条・歳入歳出予算の総額にそれぞれ１５

３万１０００円を追加し、補正後の総額を９２

３３万２０００円としております。 

 詳細につきましては、３ページ以降の農業集

落排水処理施設事業特別会計補正予算に関する

説明書にて説明いたします。 

 ５ページの上段、歳入を御覧ください。 

 款３・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金を１５３万１０００円補正し、４３８５

万５０００円としております。 

 下段の歳出を御覧ください。 

 款１、項１・農業集落排水処理事業費、目

１・農業集落排水事業費、節１０・需用費を歳

入と同額の１５３万１０００円を補正し、歳出

総額を４２３５万７０００円としております。 

 詳細につきましては、説明欄にあるとおり、

東陽地区及び泉地区の一般事務事業として、東

陽処理場の高圧受電施設における電力調達が１

０月より契約プランが変更されるのに加え、不

足する見込みである泉処理場及びマンホールポ

ンプの電気料につきまして、補正をお願いする

ものです。 

 以上、議案第９４号・令和４年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計補正予算・第１

号の説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９４号・令和４年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計補正予算・第１号につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９９号・令和４年度八代市下水道事業



 

－7－

会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第９９

号・令和４年度八代市下水道事業会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 着座にて、御説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） それでは、

議案第９９号・令和４年度八代市下水道事業会

計補正予算・第１号について御説明いたしま

す。 

 今回の補正内容は、先ほど一般会計のほうで

も説明がございましたが、人件費の補正につい

て、本年度の人事院勧告等に準じた給与改定や

人事異動等に伴う人件費の調整を行うほか、高

圧受電設備における電力契約プラン変更に伴う

電気料の補正及び債務負担行為の設定となって

おります。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第２条の業務の予定量におきまして、主要な

建設改良事業の管渠施設整備費で７１７万４０

００円を減額し、補正後の額を１０億７３４６

万２０００円としております。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出では、第

１款・下水道事業費用、第１項・営業費用に３

７６万１０００円を追加し、補正後の下水道事

業費用総額を２９億９４７５万４０００円とし

ております。 

 ２ページをお願いします。 

 第４条の資本的収入及び支出では、当初予算

における第４条本文括弧中に記載しておりまし

た資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額及びその補塡財源につきまして、今回の補

正により変更となったものを改めますととも

に、資本的支出の予定額としまして第１款・資

本的支出、第１項・建設改良費より７１７万４

０００円を減額し、補正後の資本的支出額を３

４億９９５万４０００円としております。 

 次に、第５条の債務負担行為では、令和５年

４月より業務を開始する必要があります契約案

件について、予算執行の事前準備として新年度

前に事務処理を行えるように、２件の債務負担

行為の設定を行うものです。 

 まず、１つ目の水処理センター水質分析業務

委託は、期間を令和４年度から令和５年度、限

度額を１０５万円としております。 

 内容としましては、水処理センターの水質分

析を実施するもので、流入水に対して４２項

目、放流水に対して４８項目、総窒素含有量な

ど、検査を実施するものです。 

 ２つ目の公共桝設置工事経費は、期間を令和

４年度から令和５年度、限度額を６６６７万１

０００円としております。 

 内容としましては、新築等により下水道へ接

続する際に必要となります公共桝を設置するも

ので、八代・八代東部処理区で１１０箇所、千

丁処理区で１５箇所、鏡処理区で２０箇所、合

計１４５箇所を設置予定としております。 

 ３ページをお願いします。 

 第６条では、人件費の減額補正に伴い、議会

の議決を経なければ流用することができない経

費の金額を、２億１６９２万９０００円から２

４９１万３０００円を減額し、１億９２０１万

６０００円と改めるものです。 

 次に、第７条の利益剰余金の処分では、第４

条の補塡財源の変更に関連し、金額を改めるも

のです。 

 次の５ページから１１ページにつきまして

は、説明を割愛させていただきます。 

 １２ページをお願いします。 

 収益的支出の補正予算明細書にて内訳を説明

いたします。 

 支出のうち、款１・下水道事業費用、項１・

営業費用、目２・ポンプ場費で、高圧受電施設
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における電力調達について１０月より電力契約

プランが変更されることに伴い、不足する見込

みである電気料につきまして、節区分の動力費

に８９０万円の補正をお願いするものです。 

 また、目３・水処理センター費では、職員数

の５名に変動はございませんが、給与改定、人

事異動等に伴う影響によるもので、節区分の給

料を２１５万１０００円、手当を１０９万２０

００円、法定福利費を７３万８０００円それぞ

れ減額し、動力費については先ほど説明いたし

ましたポンプ場費同様に電気料として１２６０

万円を増額し、合わせて８６１万９０００円の

補正をお願いするものです。 

 また、目５・総係費では、職員数は１２名

で、給与改定、人事異動及び職員数２名減に伴

う影響によるものでございまして、節区分の給

料を６５８万５０００円、手当を４１４万円、

法定福利費を３０３万３０００円それぞれ減額

し、合わせて１３７５万８０００円の減額補正

をお願いするものです。 

 次に、１３ページをお願いします。 

 基本的支出について、内訳を説明いたしま

す。 

 支出のうち、款１・資本的支出、項１・建設

改良費、目１・管渠施設整備費では、職員数は

１１名で、給与改定、人事異動及び職員数１名

減に伴う影響によるもので、節区分の給料を３

６３万円、手当を１７４万円、法定福利費を１

８０万４０００円それぞれ減額し、合わせて７

１７万４０００円の減額補正をお願いするもの

です。 

 以降は、給与費の詳細な明細書及び債務負担

行為調書でございます。今回は説明を省略させ

ていただきます。 

 以上、議案第９９号・令和４年度八代市下水

道事業会計補正予算・第１号の説明を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９９号・令和４年度八代市下水道事業

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３５分 本会） 

◎議案第１０５号・市道路線の認定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第１０５号・市道路線の認定についてを

議題とし、説明を求めます。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）土木課の竹原でございます。 

 議案第１０５号・市道路線の認定についてを

説明いたします。 

 着座にて説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○理事兼土木課長（竹原彰吾君） それでは、

議案書によって説明させていただきます。 

 まず、議案書の１９ページをお開きくださ

い。 

 今回、認定をお願いする路線は、路線番号２
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４３５永碇町３号線及び路線番号２４３６松崎

町７号線の２路線でございまして、起点と終点

につきましては表にお示ししているとおりでご

ざいます。 

 市道路線の認定につきましては、道路法第８

条第２項の規定により議会の議決を経る必要が

ありますことから、今回、提案させていただい

たものでございます。 

 議案書の２０ページと２１ページに認定路線

の位置図を示しておりますので、御確認くださ

い。 

 この永碇町３号線及び松崎町７号線の両路線

につきましては、周辺の宅地化が進み、地域住

民の生活道路として一般交通の用に供されてい

ること、また、地元より拡幅改良工事の要望が

ありますことから、まずは市道認定を行い、今

後の対応について検討を行いたいと考えており

ます。 

 以上で、議案第１０５号・市道路線の認定に

ついての説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０５号・市道路線の認定について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３９分 本会） 

◎議案第１１４号・八代市農業集落排水処理施

設条例の一部改正について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１１４号・八代市農業集落排水処理施

設条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下

水道総務課の福浦でございます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、着座にて御説明させていただきま

す。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 議案第１１

４号・八代市農業集落排水処理施設条例の一部

改正について御説明いたします。 

 配付されております、別冊の資料を御覧くだ

さい。 

 農業集落排水処理施設事業につきましては、

平成２２年度から４年ごとに改正を行ってお

り、今回で４回目でございます。 

 改定理由は記載のとおり、令和５年度からの

使用料の改定について八代市農業集落排水処理

施設事業審議会に諮問しましたところ、諮問ど

おり使用料対象経費を使用料で全て賄うために

平均改定率６.８％の改定は妥当である旨の答

申を、令和４年１０月１４日に得ましたことか

ら、答申に基づいて改定し、令和５年４月１日

施行とするものでございます。 

 使用料体系につきましては、４の表のとおり

でございます。各区分が平均して６.８％の改

定率となるように設定しております。 

 ２ページの上段には、一般世帯の使用料の比

較表を掲載しております。例えば３人世帯で言
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いますと、現在、税抜きで４４３６円が４７３

６円に、値上げ幅が３００円となります。 

 下段には、使用料の改定による影響額を掲載

しております。年間２３０万円程度を見込んで

おり、４年間で約９５０万円を見込んでおりま

す。 

 以上で、議案第１１４号・八代市農業集落排

水処理施設条例の一部改正についての説明とい

たします。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１４号・八代市農業集落排水処理施

設条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１５号・八代市公共浄化槽条例の一

部改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１１５

号・八代市公共浄化槽条例の一部改正について

を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。 

 引き続きよろしくお願いいたします。 

 着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 議案第１１

５号・八代市公共浄化槽条例の一部改正につい

て御説明いたします。 

 配付されております別冊の資料を御覧くださ

い。 

 公共浄化槽等整備推進事業につきましても先

ほどの農業集落排水処理施設条例と同様に、平

成２２年度から４年ごとに改正を行っており、

今回で４回目でございます。 

 改定理由につきましても同様で、八代市公共

浄化槽等整備推進事業審議会に諮問しましたと

ころ、諮問どおり平均改定率６.８％の改定が

妥当である旨の答申を令和４年１０月１４日に

得ましたことから、答申に基づいて改定し、令

和５年４月１日に施行するものでございます。 

 使用料体系につきましては、４の表のとおり

でございます。これは、一般世帯の料金表でし

て、基本料金額を４０５８円、世帯割総額を４

４８円とするものです。 

 なお、前回の審議会で、事業所につきまして

は使用料対象経費を賄うまでに改定されている

ことから、料金はこれまでどおりとし、公民

館、集会場等は一般世帯の使用料の 低限とさ

れていたことから、今回も踏襲をいたしまし

た。 

 ２ページ上段に、一般世帯の使用料の比較表

を掲載しております。例えば、１人世帯で言い

ますと、現在、税抜で４２２０円が４５０６円

となり、値上げ幅が２８６円になります。 

 中段には、使用料の改定による影響額を掲載

しております。年間１６０万円程度、４年間で

６５０万円を見込んでおります。 

 以上で、議案第１１５号・八代市公共浄化槽

条例の一部改正についての説明といたします。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 条例の改正については
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賛成をする立場の中で、聞かせてください。 

 審議会のメンバーというのはほとんど変わっ

てないんですか。今、変わっておれば変わって

おると、変わっていなければ変わってないとい

う回答で、よろしいですかね。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）下水道総務課の上

村です。 

 審議会の委員さんはですね、東陽地区と泉地

区で５名ずつと、あと、有識者といった形と、

公募といいますかステップアップセミナーに出

席された方ということで構成をいたしておりま

して、前回と今回では東陽地区の委員さんは全

員交代されました。泉地区のほうはそのまま引

き続きということです。あと、ほかの有識者の

方やステップアップセミナーの方はそういう受

講された方ということで構成をいたしておりま

す。そちらはもう、前回の引き続きの方もいら

っしゃいますし、交代された方もいらっしゃい

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか、山

本委員。 

○委員（山本幸廣君） 開催を４回ぐらいして

おられると思うんですが、その内容等によって

この６.８％というこの数字について何かこだ

わりがあったのか、そしてまた、その審議会の

ときにですね、そういう協議の中でこだわりな

く６.８％というような条例の改正をしたいと

いう、まあ内容を少しだけ報告できればと思い

ます。 

○下水道総務課長補佐兼水洗化促進係長（上村

和寛君） ６.８％につきましては、これは前

回、４年に１回改定をしておるんですけども、

前回３０年度の改定の際に使用料の対象経費ま

で、まあ持っていこうということになりまし

て、そのときが約１５％改定をするということ

で、ただ、１５％を一度に改定しますと負担が

大きいということで、前回、その半分の７.

５％改定を行いました。 

 今回、改めて見直しをいたしましたところ、

正確にはですね、今、維持管理費や人口の減少

等を見込んで１５％としておったんですけど

も、前回の審議会のときの改定予定は１４.

４％改善すれば１００％、使用料対象経費の１

００％になることで見込んでおりまして、それ

からすると６.９％の改定をすれば前回見込ん

でおりましたけども、実際、今回見直したとこ

ろ６.８％ということで、そういう形で審議会

のほうに提案を行いました。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいでしょう

か。 

○委員（山本幸廣君） 理解いたします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１５号・八代市公共浄化槽条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１１６号・八代市下水道条例の一部改

正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１１６

号・八代市下水道条例の一部改正についてを議

題とし、説明を求めます。 
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○下水道総務課長（福浦亮二君） 下水道総務

課の福浦でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 それでは、着座にて御説明させていただきま

す。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（福浦亮二君） 議案第１１

６号・八代市下水道条例の一部改正について、

説明させていただきます。 

 議案書は６５ページとなりますが、説明につ

きましては右上に建設環境委員会資料、議案第

１１６号と記載してある資料で説明させていた

だきます。 

 下水道使用料の改定につきましては、平成３

年度からおおむね４年ごとに改定を行ってお

り、今回で９回目でございます。 

 改定理由は、資料に記載しておりますとお

り、汚水処理に係る維持管理費と資本費などの

経費について、その一部を一般会計からの繰入

金により補塡をし続けることは、税の公平性の

観点から望ましくないため、これまでも受益者

負担の原則に基づき、おおむね４年ごとに適正

な受益者負担の水準を検討し、段階的に改定を

実施してきました。 

 今回も同様に、下水道経営の健全化を目指す

ため、令和５年度からの使用料改定について八

代市公共下水道事業審議会に諮問しましたとこ

ろ、諮問どおりの令和５年４月１日施行、平均

改定率６.３２％の値上げが妥当である旨の答

申を令和４年９月１４日に得ましたことから、

答申に基づいて改定を行うものでございます。 

 改定率につきましては、前回、平成３０年度

の八代市公共下水道事業審議会答申における考

え方や現在の整備状況の変化を考慮し、６.

３％程度で試算したところ、整備完了見込みで

ある令和１７年度までに適正負担となる見込み

となったことから、前回同様の平均改定率６.

３２％としたところです。 

 次に、使用料体系につきましては、下の表の

とおりでございます。 

 米印で記載しておりますとおり、水量区分ご

との単価は、前回、平成３０年度と同様の５段

階区分で行い、単価水準の公平性を考慮し、各

階層が平均して６.３２％に近い改定率となる

ように設定しております。 

 資料２ページの上段には排出量別の下水道使

用料の比較表を記載しておりますが、一般的に

下水道世帯で多い水量区分は９トンから２０ト

ンの間であり、２０トンで言いますと、現在、

税抜きで月額３４２４円が３６４３円に、値上

げ幅が２１９円で、改定率が６.４０％となり

ます。 

 また、下段は認定水量世帯の世帯人数ごとの

下水道使用料の比較表を記載しております。 

 ３ページには今回の使用料改定による影響額

を記載しておりますが、年間７５００万円程

度、４年間で３億円程度を見込んでおります。 

 後に、今回の使用料改定に当たっての公共

下水道事業審議会の開催状況などを参考に記載

しております。 

 以上で、議案第１１６号・八代市下水道条例

の一部改正についての説明を終わります。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑があればお願

いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１６号・八代市下水道条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 今度は執行部入れ替えのため、小会いたしま

す。 

（午前１０時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５９分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

（し尿収集運搬手数料並びに浄化槽（清掃）料

金の改定について） 

（八代市衛生処理センターについて） 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、生活環境に関する諸問題の調査に

関連して２件、執行部から発言の申出があって

おりますので、これを許します。 

 それでは、まず、し尿収集運搬手数料並びに

浄化槽（清掃）料金の改定について説明願いま

す。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）循環社会推進課、田中です。 

 し尿収集運搬手数料並びに浄化槽（清掃）料

金につきまして、説明をさせていただきます。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） それで

は、資料のほうを御覧ください。 

 資料のほうのタイトルといたしましては、し

尿収集運搬料金並びに浄化槽（清掃）料金につ

いてとなっております。こちらについて説明を

させていただきます。 

 まず、概要ですけれども、し尿の収集運搬

（汲み取り）並びに浄化槽の管理（清掃）は、

下水道及び農業集落排水の整備区域外の住民が

衛生的な生活を送るためには欠くことのできな

い事業でございます。 

 そのため、これらの事業は民間事業者が実施

し、料金の決定権はその事業者にございますけ

れども、事業の性質上、し尿の収集運搬（汲み

取り）料金並びに浄化槽の清掃料金は公共料金

に準じ、公共性と健全性に基づいて決定される

必要があるとされております。 

 これまで、これらの料金につきましては、旧

八代市の区域が平成９年に、旧八代郡の区域が

平成１０年に料金を改定して以降、約２５年間

変更がなされておりませんでした。 

 このような中、本年６月に市内の事業者から

料金の改定に関する要望書が市に提出されまし

た。 

 これを受けまして、市では汲み取り料金の妥

当性を判断するために第６次ごみ問題等対策検

討会を発足させ、検討会での協議、検討を行っ

てまいりました。 

 この協議の結果、一定の結論が出たことから

提言書が提出されたものでございます。 

 ２点目に、時系列として御説明をさせていた

だきます。 
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 まず、今述べましたように、本年６月２７日

付で熊本県環境整備事業協同組合より料金改定

に関する要望書が提出されました。 

 これを受けまして、第６次ごみ問題等対策検

討会を立ち上げ、検討を行いました。検討回数

といたしましては、こちらのここに書いてあり

ます４回でございます。 

 主に第１回会議につきましては、この料金の

改定に関します可否、料金改定すべきなのか、

そういう時期についての協議、料金改定の時期

として見直すべきだという、この１回目の会議

の中で結論が出ましたものですから、それぞれ

の業者に料金のほうの案を提出するように、こ

の事務局から求めたものでございます。 

 第２回の会議といたしまして、この各業者か

ら出された料金につきまして、まず検討を行っ

ております。 

 この第２回の会議の結果を受けまして、各業

者のほうに料金の改定について再度協議のほう

をお願いをいたしました。それで、そこに書い

てございますけれども、令和４年１１月７日で

事業者より 終的な料金の改正案の提出がござ

いました。 

 こちらを第３回会議で、この妥当性のほうを

判断いたしまして、 終的に第４回会議で提言

書の内容等を検討したものでございます。 

 この検討結果を受けまして、本年１２月８日

に市長への提言書の提出があったものでござい

ます。 

 内容といたしましては、事業者から提出のあ

った改定案は妥当であるとの結論が付されてお

るものでございます。 

 資料、次のページを御覧ください。 

 料金改定の金額ですけれども、まずは、し尿

の収集運搬（汲み取り）の料金でございます。 

 本市のし尿の汲み取り料金につきましては、

旧八代市地域と旧八代郡の地域で料金が別とな

っております。表の現行のところが現在の料金

となっております。 

 現在、旧八代市地域が１リットル当たり７.

８２８円、こちらを改定後１リットル当たり１

１円へとするものでございます。 

 旧八代郡の地域につきましては現在、１００

リットルまでが税抜で１３００円、それ以降２

０リッターごとに、リッター当たり１１０円を

掛けたものが加算をされていくというシステム

となっております。こちらを、改定後は１２０

リットルまでを税抜き１８１８円、それ以降２

０リッターごとにリッター１５円を加算した金

額とするものでございます。 

 続きまして、浄化槽の清掃料金でございます

けれども、こちらも旧八代市の区域と旧八代郡

の区域と料金が別立てとなっております。 

 こちらの表に示しておりますのが、おおむね

一般世帯に主に設置されております５人槽、７

人槽、１０人槽の料金として書いてございま

す。 

 また、浄化槽の種類のほうがおおむねこの５

種類、分けて料金設定がされておりますので、

こちらのほうの表となっております。 

 おおむね１割程度の値上げ、これはここに書

いてあります数字は、年間での、年間１回清掃

される部分の料金となっております。年間で１

割程度、２０００円から４０００円程度の値上

げというふうになっておるものでございます。 

 続きまして、改定の時期でございますけれど

も、来年の４月分からの適用を予定をしており

ます。 

 また、５番目ですけども、周知等につきまし

ては、本市からの改定料金の承認を受けた後、

各事業者において料金改定の周知を図られると

ともに、本市でも広報やつしろ２月号への記事

の掲載を予定をしております。 

 こちらにつきましてですけれども、この委員

会での報告が終わりました後ですね、年内をめ

どに各事業者に改定後の料金を承認するという
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文書を出す予定といたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議のほう、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 本件について何か質

疑、御意見等はございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 概要を、今、説明があ

った中で、概要をずっと見る中でですね、要

は、要望書があったと。その中で、第６次ごみ

問題等対策検討会の中で、４回の中で１２月１

日にはもう答申を、答申というか、市長として

は１２月１日にこの値上げについての妥当性を

ということで報告があったということで、御理

解してよろしいですかね。 

 そこでですね、まあ要望書というのは、これ

だけ２５年間もですね、やっぱその改定がなか

ったと、改正がなかったという状況の中で、い

ろいろとその業者の方々には、担当の職員の皆

さん方もほとんど日々の中で努力されてお話を

されたり、いろんなこの値上げばかりじゃなく

てですね、いろんなごみ問題の中でですね。特

にこの浄化槽の清掃、これらについて年に１

回、そしてまた検査が年に１回、２つあるわけ

ですよね。 

 私もちょっと伝票をずっと見て整理をしたん

ですけども、なかなかその地域の方々に少し聞

いたところが、値上げ幅が大きいということで

ですね、指摘を受けました。これだけはもうま

ともに聞いとってください。 

 これはもう市民側からですけど。 

 これについては事業者側から行政として市長

がこの認定をした、認定するということですか

らね。 

 市民側が、利用する側から言わせれば、その

ような状況であったということでありますの

で、まあ、次回のその改正のときにはですね、

事前と、市民と業者とそしてまたその地域、他

市も含めてですね、行政側がですね、しっかり

と、その要望書があったから検討するじゃなく

てから、そういう方向性でしていただきたいな

というふうに私は思いをしておりますので、そ

こらについて課長の御意見を聞かせてくださ

い。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） ただい

ま、山本委員のほうからもございましたけれど

も、今回の、実は提言書のほうには附帯意見と

して３点、意見のほうが委員会からついてござ

います。 

 その３点ですけれども、まず、１点目が今回

の改正につきましては広く市民に周知するこ

と。これは当然、附帯意見としてはついている

ものでございますけれども、２点目といたしま

しては、今回、約２５年改定をいたしておりま

せんけれども、 低でもやはり４年に１回程度

は業者のほうとこういう値上げをするという、

確定ではなくてですね、業者側とのこう意見を

きちんと聞くような場を設けてくださいという

部分の意見。３点目につきましては、この生し

尿の汲み取りという事業につきまして、特にで

すけれども、これがなくなると非常にやはり市

民生活に影響が及ぼす、影響が大きい事業でご

ざいます。この事業の継続について、きちんと

業者が事業を継続していけるように、きちんと

定期的にといいますか、きちんと行政としても

何らかの施策を考えなさいというような附帯意

見がついてございます。 

 こちらの附帯意見についても当然のことでご

ざいまして、この意見を受けまして、今後は当

然その料金を右肩上がりで値上げするだけでは

なくてですね、事業者の経営状況であったり、

もしくはそのほかの物価的な要因とかそういう

のも複合的に加味しまして、やはり年に一度程

度は業者のほうときちんと意見交換の場を設け

たいと、まず事務局としては思っております。 

 そして、きちんと値上げだけではなくてです

ね、ほかの市町村でやられております各種施策

につきましても検討して、あまりその価格が右
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肩にずっと上がっていかないような形で、行政

としては何らかの手法がないかどうかも含め

て、今後は検討していきたいというふうに考え

ております。 

○委員（山本幸廣君） 課長が詳細に説明し

て、その付帯の件についても私が発言したのに

少しこう、重なる点があったわけですよね。 

 私はそのとおりだと思いますよ。 

 ２５年に１回じゃなくてからですね、年に１

回、特に課長が新しくなられたからですね、や

っぱりコミュニケーションというのは絶対市民

と業者のコミュニケーション、そしていろんな

課題・問題というのはですね、特にごみ問題と

いうのはもう喫緊の課題であってですね、これ

からやっぱどういうような中で、今ほとんどそ

の家庭内で、もう外で飲み食いができませんか

らね。持って買物して帰ってきたらもう、私の

家庭でも同じですけども、孫がおりますけど

も、もう倍ぐらい出るんですよ。もうそういう

状況でありますから、その問題等も今まで少な

かったんですけど、倍出るという。 

 そういうことで、浄化槽についてもですね、

言われたとおり、ある業者さんが別なところに

委託をされるとかですね、まあ、そういうとこ

ろで安く安くというですか、まあ、そういうよ

うな工夫というのもあるかもしれませんよね。

だけど、委託してからまた高くなるかもしれま

せん。 

 そういう状況の中で、妥当なやっぱし改正、

これやっぱし行政の方々がしっかり日々の中で

努力していただいていれば、必ず市民の方々も

理解できる、そういうような改正になるという

ふうに私は信じておりますので。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですかね。

ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） 委員長、確認、確認さ

してください。 

 いや、もう山本委員が言われたとおりなんで

すが、２５年ちゅうのをちょっと。それでいい

んですけども、今回、熊本県環境整備事業協同

組合から、それぞれの自治体に同じような要望

書が出されて、それから、各それぞれの自治体

で今回、見直して改定案が妥当というふうに、

本市はもう今の説明で分かったんですが、熊本

県全体でこの料金が上がるというふうな捉え方

でよろしいんですかね。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 今、太田

委員のほうからお話がございましたけれども、

今回の要望者は、確かに全ての市町村のほうに

提出をされておると伺っております。 

 この要望書の提出を受けまして、既に、値上

げのほう決定されておりますのが人吉市、あと

球磨の連合のところでございますけれども、こ

ちらのほうが年明けの１月１日から値上げのほ

う決定されておるというふうに伺っておりま

す。 

 ほかの市町村につきましては、現在検討中の

ところが多うございますけれども、確定された

というところはまだ、そのほかには伺っており

ません。 

○委員（太田広則君） だから要は、他の自治

体も２５年間上がってないというふうに捉えて

よかですか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） いえ、他

自治体は値上げのほうはばらばらでございまし

て、一番直近ですと令和２年に上げられた自治

体もございますし、平成の２０年代のほうに上

げられた自治体もございますので、各市町村で

値上げされた時期はばらばらでございます。 

○委員（太田広則君） じゃあ、本市だけが本

当に２５年間改定がなかったというふうに捉え

ていいわけですね。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 本市より

もですね、長くまだ改定をされてない自治体も

ございます。 

○委員（太田広則君） ありがとうございま
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す。分かりました。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（木村博幸君） 料金の差が同じ八代市

内でこんなにもあると、２５年間ほっとかれと

ったというのもありますけど、この第６次ごみ

問題等対策検討会、この検討会でこの価格差に

ついて、旧八代市・旧八代郡これについては何

か問題は出なかったですか。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） いえ、こ

の会議の中でですね、この地域格差については

様々な意見が出されました。 

 御意見の中にはですね、処理施設からの距離

に応じて料金を変えるべきではないか、もしく

は、八代市内でも統一するべきではないか、そ

れこそ本当に様々な意見が出されました。 

 他市町村の状況等につきましても事務局で調

べうる限り調べまして、その部分を御報告させ

ていただきましたけれども、やはり、現状とし

てはそれを同一の料金っていう部分ではなかな

か難しいということで、こちらについては何ら

かの形でですね、同一料金をまあ目指すってい

う部分での御意見にはなったんですけれども、

正式にこれが一律を目指しなさいというような

提言には、今回まだなっておりません。 

 ただ、県内他市町村を見渡しますとですね、

実際、市民負担といいますか住民負担を均一化

をされておられるような自治体も多くなってお

りますので、将来的な事務局といいますか、こ

の業務の課題としては、事務局として何らかの

そういう施策が必要になってくる時期になって

おるとは認識をしているところでございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにはありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、し尿収集運

搬手数料並びに浄化槽（清掃）料金の改定につ

いてを終了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、八代市衛生処理センターについて説明

願います。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）環境施設課長の竹下でございます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 八代市衛生

処理センターにつきまして、あらかじめ配付し

てあります資料に沿って説明させていただきま

す。 

 まず、１ページ目を御覧ください。 

 初めに、１、施設の状況でございます。本市

では郡築十二番町にございます八代市衛生処理

センターでし尿を処理し、新港町の八代市浄化

槽汚泥処理施設で浄化槽汚泥の処理を行ってお

ります。 

 １ページの中央図１に各施設の位置を示して

ございます。 

 このうち、し尿を処理している八代市衛生処

理センターは供用開始から６０年以上が経過し

ており、経年劣化が進行していますことから、

平成２８年度に八代市し尿処理施設基本構想を

策定し、同年１２月の建設環境委員会で浄化槽

汚泥処理施設の隣にし尿の前処理施設を建設

し、下水道建設課所管の八代市水処理センター

と共同処理を行う案が、処理方式や経済性から

有利である旨を報告いたしました。 

 これからは、八代市し尿処理施設基本構想を

基本構想案と説明させていただきます。 

 その後、基本構想案の導入に向けて、環境施

設に関する庁内検討会で検討を進めてまいりま

した。 
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 次に２、処理方式決定の経緯でございます。 

 先ほど申し上げました庁内検討会及び関係機

関と協議を重ねる中で、次に申し上げます条件

がそろったため、基本構想案を転換し、既存施

設である浄化槽汚泥処理施設を改造する案を採

用し、決定しました。 

 条件は、次の４点となります。 

 まず、１点目の条件といたしまして、国の交

付金の交付対象に、し尿処理施設の改造が追加

されました。 

 次に、２点目の条件といたしまして、浄化槽

汚泥処理施設の構造を確認した結果、改造が可

能であると確認しました。 

 ３点目の条件といたしまして、八代市水処理

センターで、し尿及び浄化槽汚泥の投入試験を

実施した結果、処理が可能と確認しました。 

 後に、４点目の条件といたしまして、浄化

槽汚泥処理施設改造案は、基本構想案よりも概

算の建設費で約６億２０００万円、維持管理費

で年間約１４００万円のコスト削減が可能であ

ると試算いたしました。 

 以上、４点の条件から基本構想案を転換し、

浄化槽汚泥処理施設改造案を決定しました。 

 次に、２ページ目の３、処理方式でございま

すが、上段の図の基本構想案では外港にありま

す水処理センター内に、し尿の受入れ施設を新

たに建設し、ごみ等を取り除いた後に水処理セ

ンターで処理を行う案でした。 

 また、下段の図の浄化槽汚泥処理施設改造案

ですが、浄化槽汚泥処理施設を改造し、し尿と

浄化槽汚泥を受け入れ、ごみ等を取り除いた

後、し尿・浄化槽汚泥を水処理センターで処理

を行います。 

 ここで、３ページの資料、上段の表１、処理

方式の比較を御覧ください。 

 赤色の線が、し尿の流れを示しており、青色

の線が浄化槽汚泥の流れを示しております。 

 左側の基本構想案では、赤色のし尿は新設し

た施設へ搬入し、ごみ等を取り除いた後に水処

理センターの濃縮層へ移送する予定でしたが、

右側の改造案では、浄化槽汚泥処理施設を改造

し、し尿を受け入れ、希釈後に水処理センター

処理工程の 初の流入口へ移送します。 

 図面では青線の中に、し尿の赤線が入った状

態となっております。 

 青色の浄化槽汚泥ですが、現在は、ごみ等を

取り除いた後、汚泥を脱水し、脱水した汚泥を

民間業者で処分しております。 

 改造後は、右側の図のようにごみ等を取り除

いた後、水処理センターの濃縮層へ移送し、処

理を行うこととなります。 

 次に、下段表２の運転管理人員及び費用比較

を御覧ください。 

 建設費は基本構想案に比べ、新しく施設を建

設しないことから建設費を約６億２０００万円

の削減、また、維持管理費につきましても運転

管理人員等の削減により、年間約１４００万円

の削減が見込まれることを想定しています。 

 ２ページ目にお戻りください。 

 後に４、整備・解体スケジュールでござい

ます。 

 本年度は施設改造の協議を関係部署で行い、

浄化槽汚泥処理施設周辺の環境調査を実施して

おります。令和５年度以降は施設の改造設計工

事を行いまして、令和８年度に供用開始する予

定となっております。 

 また、併せて衛生処理センターの解体を進め

ていきたいと思っております。 

 以上、説明でございます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、本件につ

いて何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（太田広則君） 説明ありがとうござい

ます。 

 浄化槽汚泥処理施設改造案が基本構想案より

も建設費約６.２億円、それからランニングコ

スト１４００万円、年間に。これ民間だと、も
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う社長賞ものですよね。こういうコスト削減が

できるというのは。 

 これは、分かられる範囲でいいんですが、庁

内検討会及び関係機関と協議を重ねる中で、ど

なたかの発想案、もしくは専門家か何かの提言

か何かあってのこの改造案なんでしょうか。 

 ちょっと詳細を教えていただければと思いま

す。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） どなたかと

いうわけではございません。 

 庁内検討会を進めていく中で、し尿等に交付

金等が出てくるとか、そういう話がまた新たに

出てきたというところで、検討を進めていく中

で話がずっと、コスト削減とかそういうところ

で進んできたということになっております。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。分

かったような。 

○委員（太田広則君） いずれにしても、これ

はすごい額ですよね。だからぜひ、このコスト

ダウンがさらなるですね、ほかのところに波及

するように頑張っていただければなと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにはありません

か。 

 

○委員（山本幸廣君） もう質疑じゃないんで

すけれども、要望にもなりますけどね、大変御

苦労さんです。 

 まずはですね、これがもう水処理センターが

ようやく建設に向かったと。 

 完成は令和８年ということなんですけども、

スケジュール表の中でですね。まあ、本当に長

い長い月日の中でですね、やっぱりその近隣周

辺、そしてまたいろんな方々、そこで働く職員

の方々等については大変御苦労なされておられ

る現状を見てですね、私ももう、早く建設しな

さいよということでずっと叫んできた１人では

ありますけども、やっぱり今回のこの改造で、

そしてまた、まずは国の補助対象になったとい

うことが一番大事だと思うんですよね。 

 そういう中でのやっぱし担当の職員、特に庁

内等のトップクラスの幹部職員の皆さん方もで

すね、管理職の方々も、これからですね、これ

からです。これからひとつ事故のないようにし

て、そしてまた、いろんな技術面のハードな面

もありますので、専門の方々というのがです

ね、近隣のこの行政近くにはいろんな高専を、

大学を通じたり、方々おられますので、自分た

ちのノウハウばかりじゃなくしてから、やっぱ

そういう一つのやっぱ知恵を借ってですね、す

ばらしい水処理センターができるようにです

ね、頑張っていただきたいと思います。 

 これはもう本当に意見じゃありません、要

望、要望ではありませんけど得るということ

で、はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（木村博幸君） 新しい案が出てきて、

非常にいいなと思っておりますが、要は、ここ

にこの新しいフローを見ると、スクリュープレ

スとドラムスクリーンとこうありますが、これ

は新しく新設されるんですかね。それとも既設

のやつをそのまま流用されるんでしょうか。こ

れは新しくされるわけですよね。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） そのまま使

う予定となっております。 

○委員（木村博幸君） 今あるやつをそのまま

ということで、今回、その基本構想案のやつと

同じやつがつくという意味合いじゃなくて、既

設のやつを使うということですね。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 今、浄化槽

汚泥処理施設の中にあるやつをそのまま使うと

いうところになります。 

○委員（木村博幸君） そういうことで、長く

使っているのに本当にこう、この先大丈夫かな

という気もしますが、そのスクリュープレスも
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その例えば、壊れても整備ができるように２系

列とか、そういう形であるのなら心配要らない

ですけど、１基しかなければ壊れたらストップ

というふうになるのはちょっと厳しいかなとい

うふうに。パラレルでこう幾つかあって、その

中の１個が壊れても大丈夫ですよという施設に

なっていれば問題ないんですけど。 

 今回はそのスクリュープレスとドラムスクリ

ーンの負荷が、表を見てみると浄化槽のし尿プ

ラス浄化槽の汚泥プラスし尿が入ってくるとい

うことで、２倍にはならないと思いますけど、

非常に負荷が高くなるので、そこの処理は本当

にうまくいくのか、ちょっとこう、聞いてみた

ところでした。 

 非常に古い設備なら、今回やっぱり処理能力

がたくさんあるやつを２基とか３基にするよう

な案が必要かなとちょっと個人的に思ったとこ

ろです。 

 それともう１点、出てくる沈砂の搬出とし渣

の搬出、これは量が増えるんでしょうかね、そ

れともあまり変わらないのか、いわゆる処理費

はここでまた節約できるのかなとちょっとこう

思ったところであります。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 沈砂とし渣

につきましては、浄化槽汚泥処理施設、し尿処

理施設から出ていた分が変わりませんので、そ

のまま出る量は変更がないと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（木村博幸君） ならまあ、２か所だっ

たのが１か所から取れるので、非常に運搬コス

トとかその辺は案外楽になってくるのかなとち

ょっと感じているところですが、非常にいいシ

ステムを選択された、いいなあというのと、や

っぱり長い目で、国から予算があればですね、

変えるところはきちんと変えていって、トラブ

ルに対応する設備にしていただきたいなという

ことを申し添えておきます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、八代市衛生

処理センターについてを終了します。 

 執行部は御退出ください。お疲れさまでし

た。 

（執行部 退席） 

○委員長（上村哲三君） それでは、そのほか

当委員会の所管事務調査について何かありませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 所管事務調査の中でで

すね、今、生活環境に関する諸問題の調査が

今、報告があって申請しましたですね。 

 よろしければその管内調査をですね、ぜひと

も委員長、この市の衛生処理センターと環境セ

ンターが建設後なかなか行ってないものですか

ら、よろしければ、見学させていただけばと思

いますけど。 

○委員長（上村哲三君） 皆さん、よろしいで

すか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査・意見については、

なお調査を要すると思いますので、引き続き閉

会中の継続調査の申出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 後に、本委員会の管外行政視察について協

議のため、小会いたします。 

（午前１１時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３３分 本会） 
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○委員長（上村哲三君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 それでは、本委員会の派遣承認要求の件につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、令和５年１月１７日から１９日

までの３日間、青森県八戸市、岩手県盛岡市、

岩手県一関市へ都市計画建設工事に関する諸問

題の調査、生活環境に関する諸問題の調査のた

め、管外行政視察を行うこととし、議長宛て派

遣承認要求の手続を取らせていただきたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午前１１時３３分 閉会） 
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